
 

 

消 表 対 第 １ ７ ５ 号 

平成２９年２月１４日 

 

 

日本サプリメント株式会社 

代表取締役 増田 毅 殿 

 

消費者庁長官 岡村 和美    

 (公印省略) 

 

 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「豆鼓エキスつぶタイプ」と称する錠剤状１８０粒入りの食品、

「豆鼓エキスつぶタイプ」と称する錠剤状９０粒入りの食品及び「食前茶」と称する食品

（以下これらを併せて「豆鼓エキスシリーズ３商品」という。）の各商品の取引について、

それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示

法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を行

っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

⑴  貴社は、豆鼓エキスシリーズ３商品の各商品の取引に関し貴社が行った後記アの表

示はそれぞれ後記イのとおりであって、豆鼓エキスシリーズ３商品の各商品の内容に

ついて、それぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すも

のであり、景品表示法に違反するものであることから、これらの表示は、豆鼓エキス

シリーズ３商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良で

あると示すものである旨を確認するとともに、今後、豆鼓エキスシリーズ３商品又は

これらと同種の商品の取引に関し、後記ア及びイ記載の表示と同様の表示が行われる

ことを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底し

なければならない。 

ア 豆鼓エキスシリーズ３商品の各商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、

「豆鼓エキスつぶタイプ」と称する錠剤状１８０粒入りの食品にあっては、平成１

５年１２月頃から平成２８年９月１７日までの間、容器包装において、健康増進法
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に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令（平成２１年内閣府令第５７

号）第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証票を記載すると

ともに、「豆

トウ

鼓

チ

（発酵大豆）エキス配合」、「消費者庁許可保健機能食品（特定保

健用食品）」、「血糖値が気になり始めた方に適した食品です。」、「●保健機能

食品（特定保健用食品）●許可表示：本品は、豆鼓エキスを含んでおり、糖の吸収

をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に適した食品です。」、「●摂

取目安量：お食事の時に２粒を目安にお召し上がりください。１日あたり６粒を目

安にお召し上がりください。」、「栄養成分量および熱量（６粒、１．５ｇあた

り）」、「関与成分：豆鼓エキス トリスとして･････０．１８ｍｇ」等と別表記

載の豆鼓エキスシリーズ３商品の各商品について、それぞれ、同表「表示媒体」欄

記載の表示媒体に、同表「表示期間」欄記載の期間において、同表「表示内容」欄

記載のとおり記載することにより、あたかも、豆鼓エキスシリーズ３商品の各商品

それぞれが特定保健用食品として消費者庁長官の許可の要件を満たしたものである

かのように示す表示 

イ 実際には、豆鼓エキスシリーズ３商品の各商品は、それぞれ、遅くとも平成２３

年８月以降、品質管理として、包装後の製品における関与成分についての試験検査

が行われておらず、また、平成２６年１０月に、関与成分の特定ができないことが

判明しており、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２６条第１項の規定に

基づく特定保健用食品の許可の要件を満たしていないものであった。 

⑵  貴社は、今後、豆鼓エキスシリーズ３商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、

前記⑴ア及びイ記載の表示と同様の表示を行うことにより、当該商品の内容につい

て、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしてはなら

ない。 

⑶  貴社は、前記⑴に基づいてとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長

官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴  日本サプリメント株式会社（以下「日本サプリメント」という。）は、大阪市北区

茶屋町１９番１９号に本店を置き、食品、加工食品、健康食品等の販売業等を営む事

業者である。 

⑵  日本サプリメントは、豆鼓エキスシリーズ３商品を通信販売の方法により一般消費

者に販売しているところ、豆鼓エキスシリーズ３商品の表示内容を自ら決定してい

る。 
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⑶  特定保健用食品は、健康増進法第２６条第１項又は同法第２９条第１項の規定に基

づき、内閣府令で定める特別の用途のうち、特定の保健の用途に適する旨の表示をす

ることについて、消費者庁長官の許可又は承認を受けた食品であって、食生活の改善

に寄与することを目的として、その食品の摂取が健康の維持増進に役立つ、又は適す

る旨を表示することが許可又は承認されているものである。 

⑷  特定保健用食品の表示に当たっては、食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄

与することが期待できるものであって、次の要件等に適合するものについて許可等を

行うものとしている。 

ア 食品又は関与成分について、表示しようとする保健の用途に係る科学的根拠が医

学的、栄養学的に明らかにされていること。 

イ 食品又は関与成分についての適切な摂取量が医学的、栄養学的に設定できるもの

であること。 

ウ 食品又は関与成分が、添付資料等からみて安全なものであること。 

エ 関与成分について、次の事項が明らかにされていること。ただし、合理的理由が

ある場合には、この限りではない。 

(ｱ) 物理学的、化学的及び生物学的性状並びにその試験方法 

(ｲ) 定性及び定量試験方法 

⑸ア 日本サプリメントは、豆鼓エキスシリーズ３商品の各商品を一般消費者に販売す 

るに当たり、例えば、「豆鼓エキスつぶタイプ」と称する錠剤状１８０粒入りの食

品にあっては、平成１５年１２月頃から平成２８年９月１７日までの間、容器包装

において、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第８条第

１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証票を記載するとともに、「豆

トウ

鼓

チ

（発酵大豆）エキス配合」、「消費者庁許可保健機能食品（特定保健用食品）」

、「血糖値が気になり始めた方に適した食品です。」、「●保健機能食品（特定保

健用食品）●許可表示：本品は、豆鼓エキスを含んでおり、糖の吸収をおだやかに

するので、血糖値が気になり始めた方に適した食品です。」、「●摂取目安量：お

食事の時に２粒を目安にお召し上がりください。１日あたり６粒を目安にお召し上

がりください。」、「栄養成分量および熱量（６粒、１．５ｇあたり）」、「関与

成分：豆鼓エキス トリスとして･････０．１８ｍｇ」等と別表記載の豆鼓エキス

シリーズ３商品の各商品について、それぞれ、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体

に、同表「表示期間」欄記載の期間において、同表「表示内容」欄記載のとおり記

載することにより、あたかも、豆鼓エキスシリーズ３商品の各商品それぞれが特定
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保健用食品として消費者庁長官の許可の要件を満たしたものであるかのように示す

表示をしていた。 

イ 実際には、豆鼓エキスシリーズ３商品の各商品は、それぞれ、遅くとも平成２

３年８月以降、品質管理として、包装後の製品における関与成分についての試験

検査が行われておらず、また、平成２６年１０月に、関与成分の特定ができない

ことが判明しており、健康増進法第２６条第１項の規定に基づく特定保健用食品

の許可の要件を満たしていないものであった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、日本サプリメントは、自己の供給する豆鼓エキスシリーズ３商品

の各商品の取引に関し、それぞれ、豆鼓エキスシリーズ３商品の各商品の内容について、

一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客

を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めら

れる表示をしていたものであり、これらの表示は、それぞれ、景品表示法第５条第１号

に該当するものであって、かかる行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８

条第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求を

することができる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくな

る。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項

及び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴え

を提起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、
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この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴え

を提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができ

る。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１

年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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豆鼓エキスシリーズ３商品の表示 

 

１ 「豆鼓エキスつぶタイプ」と称する錠剤状１８０粒入りの食品の表示 

表示媒体 表示期間 表示内容 

容器包装 平成１５年１

２月頃から平

成２８年９月

１７日までの

間 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「豆
トウ

鼓
チ

（発酵大豆）エキス配合」、「消

費者庁許可保健機能食品（特定保健用食品）」、「血糖値が気

になり始めた方に適した食品です。」、「●保健機能食品（特

定保健用食品）●許可表示：本品は、豆鼓エキスを含んでおり、

糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に

適した食品です。」、「●摂取目安量：お食事の時に２粒を目

安にお召し上がりください。１日あたり６粒を目安にお召し上

がりください。」、「栄養成分量および熱量（６粒、１．５ｇあ

たり）」、「関与成分：豆鼓エキス トリスとして･････０．１

８ｍｇ」と記載。 

             別添写し１－１

新聞 遅くとも平成

２８年４月２

６日から同年

６月２２日ま

での間 

 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票及び同許可証票を掲載した「豆鼓エキスつぶタイプ」と称す

る錠剤状１８０粒入りの食品の容器包装の画像を記載するとと

もに、「血糖値が気になり始めた方必見！豆
トウ

鼓
チ

エキスつぶタイ

プ」、「注目！特定保健用食品血糖値カテゴリー８年連続通販

売上ＮＯ．１」、「●許可表示：本品は、豆鼓エキスを含んで

おり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始め

た方に適した食品です。」等と記載。 

        別添写し１－２

遅くとも平成

２８年３月１

日から同年６

月２２日まで

の間 

 

「血糖値が気になり始めた方必見！豆
トウ

鼓
チ

エキスつぶタイプ」と

した上で、「●許可表示：本品は、豆鼓エキスを含んでおり、

糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に

適した食品です。」と記載。 

「特定保健用食品血糖値カテゴリー驚きの８年連続通販売上Ｎ

Ｏ．１」と記載した上で、健康増進法に規定する特別用途表示

の許可等に関する内閣府令第８条第１項第６号に掲げる同令別

 別表 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

記様式第２号による許可証票を掲載した「豆鼓エキスつぶタイ

プ」と称する錠剤状１８０粒入りの食品の容器包装の画像を記

載。 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「国の審査を受けた特定保健用食品」

等と記載。 

別添写し１－３

テ レ ビ 放

送 

遅くとも平成

２８年７月６

日から同年９

月１５日まで

の間 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票及び同許可証票を掲載した「豆鼓エキスつぶタイプ」と称す

る錠剤状１８０粒入りの食品の容器包装等の映像 

「許可表示:本品は、豆鼓エキスを含んでおり、糖の吸収をおだ

やかにするので、血糖値が気になり始めた方に適した食品で

す。」等の文字 

「国にその有用性が認められた特定保健用食品、いわゆるトク

ホなんです。」、「豆鼓エキスつぶタイプは、トクホ血糖値カ

テゴリー８年連続通信販売ナンバーワン。」、「糖の吸収をお

だやかにするトクホ。」等の音声 

別添写し１－４

ウ ェ ブ サ

イト 

遅くとも平成

２６年３月１

日から平成２

８年９月１７

日までの間 

「特定保健用食品 豆
トウ

鼓
チ

エキスつぶタイプ 血糖値が気になり

始めた方へ『豆
トウ

鼓
チ

エキスつぶタイプ』は、血糖値が気になり始

めた方に適した特定保健用食品です。」と記載した上で、健康

増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第８

条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証票及

び同許可証票を掲載した「豆鼓エキスつぶタイプ」と称する錠

剤状１８０粒入り食品の容器包装の画像を記載。 

「着目したのは日本古来の伝統食品『豆
トウ

鼓
チ

』」と記載の上、健

康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第

８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証票

を記載。 

「『豆
トウ

鼓
チ

』から生まれた特定保健用食品」、「消費者庁許可『特

定保健用食品』という実績」、「『豆鼓エキスつぶタイプ』は、

7



 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

『血糖値が気になり始めた方に適した食品』として、消費者庁

からその有用性を認められた特定保健用食品（トクホ）です。」、

「特定保健用食品とは、有用性や安全性が科学的に確認され、

健康に役立つことの表示をしてもよいと消費者庁が許可した食

品です。」と記載した上で、健康増進法に規定する特別用途表

示の許可等に関する内閣府令第８条第１項第６号に掲げる同令

別記様式第２号による許可証票を記載。 

「『豆鼓エキスつぶタイプ』の実績」、「『豆
トウ

鼓
チ

エキスつぶタ

イプ』はおかげ
･ ･ ･

さま
･ ･

で
･

特定保健用食品血糖値カテゴリー８年連

続通販売上シェアＮｏ．１」、「『豆鼓エキスつぶタイプ』は、

特定保健用食品血糖値カテゴリー８年連続通販売上シェアＮ

ｏ．１。」等と記載。 

       別添写し１－５
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２ 「豆鼓エキスつぶタイプ」と称する錠剤状９０粒入りの食品の表示 

表示媒体 表示期間 表示内容 

容器包装 平成１５年１

２月頃から平

成２８年９月

１７日までの

間 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「豆
トウ

鼓
チ

（発酵大豆）エキス配合」、「消

費者庁許可保健機能食品（特定保健用食品）」、「血糖値が気

になり始めた方に適した食品です。」、「●保健機能食品（特

定保健用食品）●許可表示：本品は、豆鼓エキスを含んでおり、

糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に

適した食品です。」、「●摂取目安量：お食事の時に２粒を目

安にお召し上がりください。１日あたり６粒を目安にお召し上

がりください。」、「栄養成分量および熱量（６粒、１．５ｇあ

たり）」、「関与成分：豆鼓エキス トリスとして･････０．１

８ｍｇ」と記載。 

                 別添写し２－１

新聞 遅くとも平成

２８年４月２

６日から同年

６月２２日ま

での間 

 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票及び同許可証票を掲載した「豆鼓エキスつぶタイプ」と称す

る錠剤状９０粒入りの食品の容器包装の画像を記載するととも

に、「血糖値が気になり始めた方必見！豆
トウ

鼓
チ

エキスつぶタイプ」、

「注目！特定保健用食品血糖値カテゴリー８年連続通販売上Ｎ

Ｏ．１」、「●許可表示：本品は、豆鼓エキスを含んでおり、糖

の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に適

した食品です。」等と記載。 

        別添写し１－２

遅くとも平成

２８年３月１

日から同年６

月２２日まで

の間 

 

「血糖値が気になり始めた方必見！豆
トウ

鼓
チ

エキスつぶタイプ」と

した上で、「●許可表示：本品は、豆鼓エキスを含んでおり、

糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に

適した食品です。」と記載。 

「特定保健用食品血糖値カテゴリー驚きの８年連続通販売上Ｎ

Ｏ．１」と記載。 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「国の審査を受けた特定保健用食品」

9



 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

と記載。 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を掲載した「豆鼓エキスつぶタイプ」と称する錠剤状９０粒

入りの食品の容器包装の画像等を記載。 

別添写し１－３

テ レ ビ 放

送 

遅くとも平成

２８年５月１

０日から同年

９月１５日ま

での間 

 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票及び同許可証票を掲載した「豆鼓エキスつぶタイプ」と称す

る錠剤状９０粒入りの食品の容器包装等の映像 

「許可表示:本品は、豆殻エキスを含んでおり、糖の吸収をおだ

やかにするので、血糖値が気になり始めた方に適した食品で

す。」等の文字 

「さらにトクホという信頼感。」等の音声 

別添写し２－２

ラ ジ オ 放

送 

平成２７年１

月１３日 

「日本サプリメントから、血糖値が気になり始めた方にトクホ

『豆
トウ

鼓
チ

エキスつぶタイプ』のお知らせです。」、「国の審査を

受けたトクホ『血糖値が気になり始めた方に適した食品』です。」

との音声 

          別添写し２－３

ウ ェ ブ サ

イト 

遅くとも平成

２６年３月１

日から平成２

８年９月１７

日までの間 

「特定保健用食品 豆
トウ

鼓
チ

エキスつぶタイプ 血糖値が気になり

始めた方へ『豆
トウ

鼓
チ

エキスつぶタイプ』は、血糖値が気になり始

めた方に適した特定保健用食品です。」と記載した上で、健康

増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第８

条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証票を

記載。 

「着目したのは日本古来の伝統食品『豆
トウ

鼓
チ

』」と記載の上、健

康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第

８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証票

を記載。 

「『豆
トウ

鼓
チ

』から生まれた特定保健用食品」、「消費者庁許可『特

定保健用食品』という実績」、「『豆鼓エキスつぶタイプ』は、
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表示媒体 表示期間 表示内容 

『血糖値が気になり始めた方に適した食品』として、消費者庁

からその有用性を認められた特定保健用食品（トクホ）です。」、

「特定保健用食品とは、有用性や安全性が科学的に確認され、

健康に役立つことの表示をしてもよいと消費者庁が許可した食

品です。」と記載した上で、健康増進法に規定する特別用途表

示の許可等に関する内閣府令第８条第１項第６号に掲げる同令

別記様式第２号による許可証票を記載。 

「『豆鼓エキスつぶタイプ』の実績」、「『豆
トウ

鼓
チ

エキスつぶタ

イプ』はおかげ
･ ･ ･

さま
･ ･

で
･

特定保健用食品血糖値カテゴリー８年連

続通販売上シェアＮｏ．１」、「『豆鼓エキスつぶタイプ』は、

特定保健用食品血糖値カテゴリー８年連続通販売上シェアＮ

ｏ．１。」と記載。 

「『まずはお試し』という方には･･･」と記載の上、健康増進法

に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第８条第１

項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証票を掲載し

た「豆鼓エキスつぶタイプ」と称する錠剤状９０粒入りの食品

の容器包装の画像等を記載。 

       別添写し１－５

ウ ェ ブ サ

イト 

遅くとも平成

２７年１１月

１日から平成

２８年９月１

８日までの間 

「特定保健用食品血糖値カテゴリー８年連続通販売上Ｎｏ．１」

と記載。 

「豆鼓エキス配合 特定保健用食品 豆
トウ

鼓
チ

エキスつぶタイプ」

と記載の上、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関

する内閣府令第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号

による許可証票及び同許可証票を掲載した「豆鼓エキスつぶタ

イプ」と称する錠剤状９０粒入りの食品の容器包装の画像を記

載。 

「伝統食品『豆鼓』と研究の成果が詰まった特定保健用食品『豆

鼓エキスつぶタイプ』。日本サプリメントが長年の歳月をかけ

て完成させた自信作です。」、「本品は、豆鼓エキスを含んで

おり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始め

た方に適した食品です。」、「特定保健用食品（トクホ）とは、

有用性や安全性が科学的に確認され、健康に役立つことの表示

をしてもよいと消費者庁が許可した食品です。」と記載の上、

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

11



 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載。 

「もちろん トクホだから、有用性は実証済み！」、「『豆鼓

エキスつぶタイプ』は特定保健用食品血糖値カテゴリー８年連

続通販売上Ｎｏ．１」、「つぶタイプのトクホで健康生活をサ

ポート」、「【豆鼓エキスつぶタイプ】豆鼓エキス配合特定保

健用食品」等と記載。 

                別添写し２－４
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３ 「食前茶」と称する食品の表示 

表示媒体 表示期間 表示内容 

容器包装 平成１４年１

月頃から平成

２８年９月１

７日までの間 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「豆
トウ

鼓
チ

（発酵大豆）エキス配合」、「消

費者庁許可保健機能食品（特定保健用食品）」、「血糖値が気

になり始めた方に適した食品です。」、「●保健機能食品（特

定保健用食品）●許可表示：本品は、豆鼓エキスを含んでおり、

糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に

適した食品です。」、「●摂取目安量：食事の時に１袋を目安

に茶碗１杯（１００ｃｃ）のお湯に溶かしてお召し上がりくだ

さい。１日あたり３袋を目安にお召し上がりください。」、「栄

養成分量および熱量（３袋、３．０ｇあたり）」、「関与成分：

豆鼓エキス･･････････（トリスとして  ０．１８ｍｇ）」と

記載。 

  別添写し３

ウ ェ ブ サ

イト 

遅くとも平成

２６年３月１

日から平成２

８年９月１７

日までの間 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票及び同許可証票を掲載した「食前茶」と称する食品の容器包

装の画像を記載するとともに、「特定保健用食品 お食事の際、

飲み物として手軽に取り入れたい方へ 食前茶」と記載。   

 別添写し１－５
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HE125
テキストボックス
別添写し1-1
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he159
長方形

HE125
テキストボックス
別添写し1-2
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HE125
テキストボックス
別添写し1-3



ナレーション

「そこで、糖の

吸収をおだや

かにするトク

ホ豆鼓エキス

つぶタイプ。」 

ナレーション

「そして、国に

その有用性が

認められた特

定保健用食品、

いわゆるトク

ホなんです。」 

ナレーション

「豆鼓エキス

つぶタイプは、

トクホ血糖値

カテゴリー８

年連続通信販

売ナンバーワ

ン。」 

17

HE125
テキストボックス
別添写し1-4



セリフ「糖の吸

収をおだやか

にするトクホ。」 

セリフ「豆鼓エ

キスつぶタイ

プは、１袋 180

粒入り、およそ

一カ月分入っ

て消費税込み

4,752 円です。」 
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ナレーション

「そこでおス

スメなのが豆

鼓エキスつぶ

タイプ。」 

ナレーション

「国にその有

用性が認めら

れた特定保健

用食品、いわゆ

るトクホなん

です。」 

ナレーション

「豆鼓エキス

つぶタイプは、

トクホ血糖値

カテゴリー８

年連続通信販

売ナンバーワ

ン。みなさまも

ぜひ、お試し下

さい。」 
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ナレーション 

「豆鼓エキス

つぶタイプは、

１袋180粒入り、

およそ一カ月

分入って消費

税 込 み 4,752

円。」 

ナレーション

「そこでおス

スメなのが、糖

の吸収をおだ

やかにする豆

鼓エキスつぶ

タイプなので

す。」 
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ナレーション

「国にその有

用性が認めら

れた特定保健

用食品、いわゆ

るトクホなん

です。」 

ナレーション

「豆鼓エキス

つぶタイプは、

トクホ血糖値

カテゴリー８

年連続通信販

売ナンバーワ

ン。みなさまも

ぜひ、お試し下

さい。」 

セリフ「糖の吸

収をおだやか

にするトクホ。」 
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セリフ「豆鼓エ

キスつぶタイ

プは、１袋 180

粒入り、およそ

一カ月分入っ

て消費税込み

4,752 円です。」 
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HE125
テキストボックス
別添写し1-5
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HE125
テキストボックス
別添写し2-1



健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第８条第１項第６号の規定

に基づく許可証票が表示され、「さらにトクホという信頼感。」というナレーションとともに、

豆殻エキス粒タイプを提示。 

「豆殻エキス粒タイプおよそ 2週間分 2,625円」 

31

HE125
テキストボックス
別添写し2-2



Ｔ ６ - ５ ４ ０ 【 Ｔ 冬 篇 】 ５ ４ ０ 字

ト ラ イ ス テ ー ジ 日 本 サ プ リ メ ン ト 生 Ｃ Ｍ 秒

月 日 （ ）  読 み 手  さ ん 

生 Ｃ Ｍ 原 稿  

商 品 ／ 日 本 （ に っ ぽ ん ） サ プ リ メ ン ト 『 豆 鼓 （ と う ち ） エ キ ス つ ぶ タ イ プ 』

日 本 サ プ リ メ ン ト か ら 、 血 糖 値 が 気 に な り 始 め た 方 に

ト ク ホ 『 豆 鼓 エ キ ス つ ぶ タ イ プ 』 の お 知 ら せ で す 。

飲 食 の 機 会 が 多 い 年 末 年 始 は 血 糖 値 ケ ア 、 特 に 気 を つ け た い で す よ ね 。

「 甘 い も の 」 や 「 お 酒 」 、 「 ご は ん 」 や 「 お も ち 」 に は

血 糖 値 を 上 げ る 『 糖 質 』 を 含 む も の が 多 い ん で す 。

食 べ 過 ぎ 飲 み 過 ぎ に 気 を つ け ま し ょ う 。

あ と 、 運 動 不 足 も 。 寒 い と 外 出 や 運 動 の 機 会 が 減 り が ち で す か ら ね 。

そ こ で 、 バ ラ ン ス の と れ た 食 事 と 適 度 な 運 動 に プ ラ ス し て

手 軽 に 続 け ら れ る 『 豆 鼓 エ キ ス つ ぶ タ イ プ 』 を お 勧 め し ま す 。

国 の 審 査 を 受 け た ト ク ホ 「 血 糖 値 が 気 に な り 始 め た 方 に 適 し た 食 品 」 で す 。

お 客 様 も 増 え て い て 、 自 社 調 べ で は ２ ０ １ ４ 年 ９ 月 末 時 点 で 、

発 売 以 来 ６ ０ 万 人 を 突 破 。 こ こ ７ 年 間 で ７ 倍 以 上 で す 。

（ シ ャ カ シ ャ カ ） こ れ 袋 入 り で 軽 く て 、 持 ち 運 び に 便 利 そ う で す ね 。

原 料 は 自 然 由 来 、 『 ト ウ チ 』 と い う 大 豆 を 発 酵 さ せ た 食 品 で す 。

こ の 豆 鼓 エ キ ス つ ぶ タ イ プ 、 お よ そ ２ 週 間 分 ９ ０ 粒 入 り を

初 め て の 方 、 １ 世 帯 １ 回 １ 袋 に 限 り 特 別 価 格 千 円 、 税 込 ジ ャ ス ト 千 円 で ご 提 供 。

し か も 送 料 無 料 。 代 引 ・ 振 込 手 数 料 も 全 て 無 料 で す 。

お 問 合 せ は 通 話 料 無 料 ０ １ ２ ０ - ２ １ １ - ４ １ １ （ 繰 返 し ） 日 本 サ プ リ メ ン ト ま で 。

振 込 方 法 、 お 届 け 、 返 品 も お 電 話 で 。

摂 取 上 の 注 意 を よ く 読 ん で お 召 し 上 が り 下 さ い 。
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HE125
テキストボックス
別添写し2-3
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HE125
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